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　財政の健全化が必要かどうかを判断する新たな指標を
整備し、公表することで、比率が悪化した団体に早期に
財政の健全化を促すための法律「地方公共団体の財政の
健全化に関する法律」が一部施行され、平成19年度決算
から４つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤
字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と資金不足比
率を算定し、公表しています。

健全化判断比率 （単位：％）

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は黒字のため、「－」で表示しています。

区　　分 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

ー ー 16.7 137.0

14.41 19.41 25.0 350.0

下　　田　　市

早期健全化基準
（下田市の場合）

公営企業ごとの資金不足額の事業の規模
に対する割合
※下田市では、対象となる水道事業会
計、下水道事業特別会計、集落排水事業
特別会計に資金不足額はないため、算定
されません。

公債費および法令により準ずる公債費が標準
財政規模に占める割合

全会計を合算した実質赤字額の標準財政規
模に対する割合
一般会計等が将来的に負担すべき実質的な負
債額の標準財政規模に対する割合
※「標準財政規模」　標準的な状態で通常収
入が見込まれる一般財源の規模

一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対
する割合実質赤字比率 実質公債費比率

資金不足比率

連結実質赤字比率

将来負担比率

特 別 会 計 名 予 算 額 収 入 済 額 支 出 済 額
稲 梓 財 産 区 特 別 会 計
下田駅前広場整備事業特別会計
公 共 用 地 取 得 特 別 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
老 人 保 健 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計
水 道 事 業 会 計

184万円
1,179万円
4,017万円

34億8,161万円
1,567万円

18億8,844万円
2億8,301万円
1,655万円

14億8,123万円
13億4,070万円

150万円
1,110万円

0円
14億5,623万円

468万円
8億2,258万円
1億0,636万円

898万円
5億7,600万円
3億5,479万円

15万円
157万円

0円
14億5,392万円

443万円
7億7,539万円
7,215万円
655万円

5億3,968万円
2億8,512万円

市　　　税
31億7,274万円
17億8,132万円

56.1％

25億6,696万円
17億3,617万円

67.6％

9億1,103万円
2億7,117万円

29.8％

8億2,090万円
2億8,118万円

34.3％

5億1,290万円
0円
0％

2億6,219万円
2億6,219万円

100.0％

2億0,641万円
1,239万円

6.0％

1億6,584万円
8,538万円
51.5％

1億4,826万円
5,652万円
38.1％

7,500万円
2,512万円
33.5％

1億5,925万円
1億0,688万円

67.1％

25億8,183万円
11億1,644万円

43.2％

14億7,155万円
5億3,487万円

36.3％

12億8,266万円
5億3,946万円

42.1％

10億9,867万円
6億2,866万円

57.2％

7億8,314万円
3億1,162万円

39.8％

7億4,942万円
3億0,396万円

40.6％

4億4,764万円
2億1,738万円

48.6％

2億3,364万円
8,959万円
38.3％

2億0,047万円
1億0,105万円

50.4％

1億0,723万円
5,254万円
49.0％

4,523万円
641万円
14.2％

地方交付税

国庫支出金

県支出金
交付金など

市　　　債

繰　越　金

繰　入　金

使用料及び
手　数　料

分担金及び
負　担　金

地方譲与税

そ　の　他

項　目
【凡例】

予　　算　　額
収入（支出）済額
執　　行　　率

民　生　費

総　務　費

公　債　費

土　木　費

衛　生　費

教　育　費

消　防　費

農林水産業費

商　工　費

議　会　費

そ　の　他

【 用 語 の 説 明 】

下田市の財政は大丈夫？　「健全化判断比率」

特別会計及び事業会計

一般会計  予算額90億0,148万円
支出済額　39億0,198万円 収入済額　46億1,832万円 平

成
21
年
度

上
期
財
政
状
況

上
期
財
政
状
況

上
期
財
政
状
況

上
期
財
政
状
況

上
期
財
政
状
況
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問合せ先　健康増進課健康づくり係　☎㉒２２１7　賀茂保健所相談窓口　☎㉔２２３０

　接種を受ける時には、下記の書類を医療機
関に提示してください。

　新型インフルエンザワクチン接種が始まりました。優先的に
接種できる方と接種のスケジュールは以下のとおりです。

※平成21年11月11日現在における国の出荷スケジュール等に基づく予定です。国
の方針等の変更により、今後変更されることがあります。
※妊婦の方で、保存剤が添加されていないワクチン接種を希望する方は、産科ま
たは産婦人科での接種になります。

■接種費用の助成
　生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の方で、上記の優先接種の対象者
には接種費用を下田市で助成をいたします。
　「費用助成対象者認定書」を交付し、医療機関に提出することで、費用負担なし
で接種を受けることができます。
　助成の対象となる方で、接種費用を支払ってしまった場合には、「新型インフルエ
ンザ予防接種済証」と「領収書」を保管しておき、健康増進課健康づくり係までお問
い合わせください。

■インフルエンザワクチン接種スケジュール ■主な提示書類リスト

11月

妊婦 11/24（火）

基礎疾患を有する者 11/24（火）

幼児（1～6歳）　   11/24（火）

小学校低学年　　　 11/24（火）

1歳未満児等の保護者 12/24（木）

小学校高学年

中学生予約開始：１月開始予定

予約開始：12/17（木）

高校生、高齢者（65歳以上）に順次接種

12月 1月 2月 3月

｛

■接種費用

■初めての方でもワクチン接種が受けられる医療機関
医療機関名

荒木内科小児科医院 ㉒0522 伊豆南クリニック ㉕5700 いなずさ診療所 ㉘3111
菊池医院 ㉒2128 渋木医院 ㉓4141 下田クリニック ㉗2749
下田ヒフ科クリニック ㉕4055 しらはま中央クリニック ㉗3700 鈴木外科胃腸科医院 ㉒3387
ふれあい上野山クリニック ㉓8800 松本医院 ㉒0855 横山クリニック ㉓3113

電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

医療機関名
伊豆下田病院 ㉒2901 臼井医院 ㉒1221 小川クリニック ㉒3210
河井医院 ㉒0028 佐倉医院 ㉗0001 下田温泉病院 ㉒5001
鈴木クリニック ㉕2562 西川クリニック ㉓2300

電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
■かかりつけの方のみワクチン接種が受けられる医療機関

1回目

接種費用は実費となります。

2回目の接種が1回目と異なる
医療機関の場合は3,600円

2回目
3,600円
2,550円

基礎疾患を有する者
「優先接種対象者証明書」
（かかりつけ医にて発行）

妊婦 「母子健康手帳」

幼児(１歳～就学前)
および小学校１～３年生

「母子健康手帳」または
「各種健康保険被保険者証」

１歳未満児等の保護者 「母子健康手帳」、「各種健康保険
被保険者証」または「住民票」

優先接種対象者のうち、身体上の理
由で接種できない者の保護者など

「優先接種対象者証明書」（かかりつけ医で発行）、
「各種健康保険被保険者証」または「住民票」

小学校４年生～高校生
に相当する年齢の方

「各種健康保険被保険者証」、「学
生証」または「住民票」

高齢者(６５歳以上） 「各種健康保険被保険者証」、「運
転免許証」または「住民票」

新型インフルエンザ

ワクチン接種には、重症化を抑制する効果が期待できますワクチン接種には、重症化を抑制する効果が期待できますワクチン接種には、重症化を抑制する効果が期待できます

優先的に接取できる方々と接種スケジュール

接種費用とその助成について

接種場所について（市内各医療機関）接種時期となった方は、医療機関予約の上、接種を受けてください。

提示書類について

ワクチン接種についてワクチン接種についてワクチン接種についてワクチン接種についてワクチン接種について
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